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コミュニティステーション使用細則 

 

（総則） 

第１条 ひなたの街団地管理組合法人（以下「団地管理組合法人」という。）は、ひなたの

街団地管理規約（以下「団地管理規約」という。）第１２条により、対象物件内の

コミュニティステーションを運営するため、本細則を定める。 

 

（使用の原則） 

第２条 団地管理組合法人は、次の各号に掲げる目的のために、次条の使用に優先して使

用することができる。 

  （１）団地管理規約第３６条、第４５条に規定する団地総会、理事会等。 

  （２）キッズルームとしての使用。 

（３）当該団地の組合員または占有者が使用責任者となった親睦やコミュニティ形成

を目的として行なう懇談会、子供会、もしくは学習、料理教室等サークル活動を

行なう場合。 

（４）当該団地の組合員または占有者が受益者となり得る学習、料理教室等サークル

活動を行う個人・団体（当該団地の組合員または占有者以外の者を含む。）で、

理事会及び理事会の指定する者（以下、本細則内において「理事会」という。）

が適当、又は特に必要があると認める場合。 

（５）その他、団地管理組合法人が団地管理規約第２６条に規定する業務を実施する

ために必要と認める場合。 

 

（使用目的） 

第３条 団地管理組合法人は組合員または占有者に対し、次の各号に掲げる目的のために

使用させることができる。   

（１）当該団地の組合員の団地管理組合活動や町内会活動を目的として行なう懇談会、

子供会、老人会等を行なう場合。 

  （２）主としてフラワーアレンジメント、書道、絵画、陶芸等のカルチャー教室活動

を行なうとき。 

  （３）当該団地の組合員または占有者が使用責任者となって、会議や親睦会を行なう

ために占有使用する場合。 

（４）上記に掲げる場合のほか、理事会が適当、又は特に必要があると認めたとき。 

 

（使用の不許可） 

第４条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可することができ
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ない。 

  （１）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。 

  （２）建物もしくは付属施設を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。 

 （３）政治活動、宗教活動及び営利活動（当該団地の組合員または占有者が受益者と

なり得る学習、料理教室等サークル活動を行う場合で、理事会が適当、又は特に

必要があると認める場合を除く。）を目的とすると認められるとき。 

 （４）その他、コミュニティステーションの管理運営上支障があると認められるとき。 

 

（使用の権利譲渡等の禁止） 

第５条 使用の承認を受けた者は、使用する権利を譲渡し、又は転嫁することができない。 

 

（使用の特例） 

第６条  団地管理組合法人は前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には使用さ

せることができる。ただし、居住者又は前条に掲げる目的のために使用する団体に

支障のない範囲とする。 

  （１）行政、公立病院、保健所、その他の公共機関が、居住者の健康診断、及びその

他公共の目的のために使用する場合。 

  （２）ガス会社、日本放送協会等の公益的な事業を営む者が、居住者に対するサービ

スを目的として使用する場合。 

 

（使用時間） 

第７条  使用時間は、原則として午前１０時から午後６時までとし、１回に使用できる時

間は原則３時間までとする。ただし、理事会による時間外使用の許可を得た場合は

この限りではない。 

 

（申込及び受付） 

第８条  キッズルーム以外の用途で使用する場合は、居住者が所定の使用申込書（別記様

式第１）に必要事項を記入の上、理事会に申し込む。 

２ 前項の申し込みは、使用希望日１ヶ月前の午前１０時から先着順に受付けるもの 

とする。 

３  理事会は使用申込書の内容が適当であると認められる場合には、使用を許可し、 

所定の使用許可証（別記様式第１）にて申し込みを行なった使用責任者に交付す

る。また、必要があるときは、許可に条件を付することができる。 

 

（使用許可の取り消し） 

第９条  理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により使用の許
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可を取り消すことができる。 

（１）第４条（使用の不許可）各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。 

  （２）使用申込書に事実と異なる記載をしたとき。 

  （３）この細則の定め、又は使用の許可に付した条件に違反したとき。 

（４）団地管理組合法人理事及び管理員の指導に従わなかったとき。 

  （５）その他理事長が不適当と認めたとき。 

   

（申込及び受付の特例） 

第１０条 組合員または占有者の団体が、第３条に掲げる目的のため、定期的に使用しよ

うとする場合には、団地管理組合は第８条の規定にかかわらず、あらかじめ使

用目的、使用日時等必要な事項を届出させ、３ヶ月ごとに定期的な使用を認め

ることができる。 

   ２ 前項の場合において、同一の期日又は時間に２件以上の申し込みがあったとき

は、それらの団体間で協議して使用者を決めるものとし、その協議が整わないと

きは、抽選により決めるものとする。 

 

（鍵の貸与及び返却） 

第１１条 使用責任者は、その使用に当たり、使用許可証により管理員より鍵を借り受け

ることができる。 

   ２ 各部屋の使用を終了したときは、使用責任者は、速やかに戸締り、清掃等必要

な措置を行い、管理員に鍵を返却しなければならない。 

 

（使用料） 

第１２条 使用料は無償とする。 

  ２ 前項の定めに関わらず、コミュニティステーションの使用にかかる特別な実費相

当（水道光熱費、お茶などの飲食代、コピー用紙・トナー代等）に関しては、団

地管理組合法人は理事会の決議を経て、使用料として別に定めることができる。 

 

（使用料の徴収等） 

第１３条 理事会は本細則第８条第３項の使用許可証を交付し、前条に定める使用料を

使用責任者から徴収する。徴収方法は、団地管理規約第５４条に準じて、管理

費と一緒に組合員が各自開設する指定の銀行預金口座から自動振替の方法によ

り、第５６条に定める口座に受け入れることとし、毎年１月と７月の末日に徴

収する。 

    ２ 徴収した使用料は、原則として返還しないものとする。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することがある。 
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（１）当該使用許可の取り消し及び中止通告、あるいは変更が第２条及び第６条 

の規定に基づく団地管理組合法人あるいは他の優先使用の場合、及び当該中

止通告が使用日の３日前までになされたとき。 

（２）天変地異、その他不可抗力により使用できなくなったとき。 

（３）理事長が許可後に特別の事由で使用を断ったとき。 

 

（使用料の使途） 

第１４条 団地管理組合法人は、本則に基づき受領した使用料は、団地管理規約第２２条

により管理費に充当するものとする。 

 

（使用日程表） 

第１５条 理事会は、使用計画について、月毎に使用日程表を作成し、日時、目的、責任

者等必要事項を記載し、コミュニティステーションの使用を希望する者が常時閲

覧できるよう整備するものとする。 

 

（使用責任者の責任） 

第１６条 使用者の中に、組合員または占有者以外の者が含まれている場合、使用責任者

は、組合員または占有者以外の使用者に対し、本細則を遵守させる責任を有する

ものとする。 

 

（遵守事項） 

第１７条 使用者はコミュニティステーションの使用にあたり、次の事項に注意しなけれ

ばならない。 

   （１）扉及び窓は、使用者の責任において施錠すること。 

 （２）扉及び窓の開閉は静かに行なうこと。 

   （３）室内においては静穏を保ち、室外においても大声で騒ぐ等の行為は慎み、近 

隣住宅の迷惑とならないよう注意すること。 

   （４）トイレは備え付けの紙以外使用しないこと。 

   （５）火気の使用には十分注意し、退室時には火気の始末、消灯、水栓閉栓の確認

及び飲食物の整理、清掃を完全に行なうこと。 

 （６）入退室及び利用時間を厳守すること。 

   （７）退室にあたって使用者は整理整頓・清掃後、管理員または理事長に使用終了

の報告を行い、鍵を返却すること。 

   （８）使用で発生したゴミは全て持ち帰ること。 

（９）キッチンスペースを利用しガス機器で調理する場合は換気扇を使用すること。 

     また、使用後はガスの元栓を締めること。 
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   （１０）コミュニティステーション駐車場はコミュニティステーションの使用以外

に、使用することはできません。 

（１１）許可なく、壁、柱等に貼紙、釘打ち等をしないこと。 

（１２）その他、団地管理組合法人の指示に従うこと。 

 

（禁止事項） 

第１８条 コミュニティステーションを使用する場合、次の行為をしてはならない。 

   （１）小学生以下の児童及び幼児のみで使用すること。 

   （２）ペットをコミュニティステーション内に持ち込むこと。 

   （３）建物及び備品を故意又は過失により破損し、もしくは汚損すること。 

   （４）爆発性、引火性のある物品又は危険、不潔、悪臭のある物品を持ち込むこと。 

   （５）喫煙すること。 

   （６）振動、騒音、悪臭等、他の居住者及び近隣住民に迷惑を及ぼす行為又は不快

の念を抱かせる行為をすること。 

   （７）鍵等を複製すること。 

 

（違反者に対する措置） 

第１９条 理事会は使用者が本細則に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該使用

者に対しその使用を中止させ、あるいは今後の使用を禁止することができるもの

とする。 

 

（原状回復義務） 

第２０条 コミュニティステーションの使用者の故意又は過失により、コミュニティステ

ーションの建物を損傷又は備品等を毀損し、もしくは紛失したときは、直ちに理

事会又は理事会の指定する者に連絡し、その指示に従わなければならない。 

   ２ 前項に掲げる場合、原則として当該使用者は自己の責任において修復し、その

修復に要する費用を負担するものとする。 

 

（免責事項） 

第２１条 団地管理組合法人は天災地変、火災、盗難、その他の事由の如何を問わず、使

用者が被った損害については一切の責を負わないものとする。 

 

（定めなき事項） 

第２２条 本細則に定めなき事項については、理事会の決議を経た後、団地総会の決議に

よるものとする。 
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（事務の委託） 

第２３条 理事会は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託することが

できる。 

 

（改廃事項） 

第２４条 この使用細則の改廃については、団地管理規約第４８条に定める理事会の決議

を得たのち、団地総会決議を得るものとする。この場合においては、団地総会の

決議は、団地管理規約第４２条第４項により成立する。 

 

附則 

 

（細則の施行） 

第１条 本細則は、団地管理規約発効の日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 第８条の定めにかかわらず、団地管理組合法人が機能するまでの間は、各事項に

関する承認等は売主及び売主の指定する方法で当該届出者に対し与えるものとす

る。 



（１日使用の場合）                       別記様式第１－１ 
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使 用 申 込 書 

平成   年  月  日 

ひなたの街団地管理組合法人 殿 

                  

 下記の事由により占有使用いたしたく、届出します。 

 

    市    区         番  号 氏名       印   

 

使用希望日 平成   年   月   日 

 

使用時間 

 

午前・午後   時 より 午前・午後    時まで 

      時間 

 

使用責任者 

 

 

    市    区         番  号 

氏名                   印 

TEL                     

使用人数  

使用目的  

受付番号 

 

受付印 

 

 

使 用 許 可 証 

平成   年   月   日 

 

     市     区         番  号 氏名       殿 

 

上記の条件により占有使用を許可いたします。 

ひなたの街団地管理組合法人 

許可 No．                               

許可条件 

使用日 平成   年   月   日 

使用時間 午前・午後    時 より 午前・午後    時まで 

請求料金 円 

 

その他 

 

 

下記の事項を遵守すること。 

1. コミュニティステーション使用細則を遵守すること。 

2. その他、団地管理組合法人の指示に従うこと。 



（定期的使用の場合）                      別記様式第１－２ 
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使 用 申 込 書 

平成  年  月  日 

ひなたの街団地管理組合法人 殿 

                  

 下記の事由により占有使用いたしたく、届出します。 

 

     市    区        番  号  氏名       印  

 

使用希望期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日 

週   回 （  曜日・  曜日） 

 

使用時間 

 

午前・午後   時 より 午前・午後    時まで 

      時間 

 

使用責任者 

 

 

    市     区         番  号 

 

氏名                   印 

TEL                     

使用人数  

使用目的  

受付番号 

 

受付印 

 

 

使 用 許 可 証 

平成  年  月  日 

 

    市     区        番  号  氏名        殿 

 

上記の条件により占有使用を許可いたします。 

ひなたの街団地管理組合法人 

許可 No．                               

許可条件 

使用期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日 

週   回 （  曜日・  曜日） 

使用時間  午前・午後    時 より 午前・午後    時まで 

請求料金 円 

 

その他 

  別添「コミュニティステーション使用に関する許可条件」

を遵守すること。 

 

下記の事項を遵守すること。 

1. コミュニティステーション使用細則を遵守すること。 

2. その他、団地管理組合法人の指示に従うこと。 


